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（令和４年２月１日版） 

１ 大規模災害における課題と国の動向 

（１）近年の大規模災害 

  ○高齢者・障害者等が、より大きな被害を受ける傾向が顕著 

  ○平成２８年熊本地震においては、直接死５０人に対し災害関連死は２１８人で、

被災者への適切な支援等が重要 

（２）国の動向 

ア 令和元年台風第１９号等を踏まえた高齢者等の避難に関するサブワーキング

グループ最終とりまとめ（令和２年１２月２４日） 

   ○高齢者等の避難支援を実効性のあるものとするためには個別計画策定が有効 

   ○福祉避難所を事前に公表し、予め受入対象者を特定し、高齢者・障害者とその

家族のみが避難する施設であることを明確化 など 

イ 災害対策基本法の改正（令和３年５月１０日公布・同月２０日施行） 

   〇個別避難計画について市町村に作成を努力義務化 など 

ウ 福祉避難所の確保・運営ガイドラインの改定（令和３年５月２０日） 

   ○指定福祉避難所の指定及びその受入対象者の公示 

   ○指定福祉避難所への直接避難の促進 など 

２ 本市における災害福祉対応の体制整備とその対応 

災害福祉調整本部の設置など、災害福祉対応に関して、現在改定を行っている地域

防災計画（風水害対策編）に新たに盛り込んでおり、今年度体制整備予定 

（１）災害福祉調整本部の設置【令和３年度本部設置・ガイドライン策定】 

ア 目的 

    市内の入所系施設を中心とした高齢者、障害者に係る社会福祉施設や災害時要

援護者等の情報を集約し、地域の関係機関や他都市、国との連携を深め、この分

野における的確な判断と迅速な対応が行えるよう体制を整える。

イ 設置基準（災害対策本部と同じ設置基準） 

   ○市内で震度６弱以上の地震を観測したとき

   ○市内で地震による大規模な被害が発生し、または発生するおそれがある場合

   ○市内で災害が発生し、または発生するおそれがある場合（風水害・都市災害）

ウ 役割 

   ○ 社会福祉施設の情報集約

   ○ 被災した社会福祉施設への支援

   ○ 他都市からの災害時の福祉活動チーム、介護専門職等の受入調整

   ○ 各区の災害時要援護者等の情報収集

   ○ 二次避難所の開設・運営に関する総合調整

   ○ 緊急ショートステイの受入・運営に関する総合調整

   ○ 情報の整理及び分析等の総合調整やマネジメント

   ○ 本部会議等への報告

エ 本部要員構成等 

   ○本部要員は、長寿社会部・障害保健福祉部・地域包括ケア推進室に所属する職

員のうち、応急対策要員等に指定されている職員で構成

   ○本部長は、本部の指揮・統括を行い、震災時は上記３部室長のうち、最初に参

集した者が本部長を務める。

 ※災害福祉調整本部の位置付け等 

   災害福祉調整本部を健康福祉部内に設置し、市内社会福祉施設の被災状況等を迅

速に把握することなどにより、保健医療調整本部と連携し、災害時に時間とともに

変化する被災者等のニーズに的確に対応

（２）災害時情報伝達・収集体制 

   関係局区や社会福祉施設、福祉関係団体との間で、災害時における円滑な情報受

伝達を図るため、平時から、川崎市災害時高齢者・障害者施設情報共有システム（通

称「E-Welfiss」）を中心に、電話、MCA 無線、電子メール、防災アプリ等の複数の

手段を組合せた情報伝達及び情報収集体制を整備し、発災時において災害福祉調整

本部が機能できるよう取組を進める。

  ア 災害時高齢者・障害者施設情報共有システム(通称「E-Welfiss」) 

入所施設を中心とした高齢者、障害者に係る社会福祉施設約１００施設と災害福

祉調整本部、区役所、関係団体などを繋ぐ、情報共有システムを導入 

   順次状況が整ったところから運用

を開始 

  （ア）特徴 

  ○施設の被災状況や、二次避難所の

受入れ可否等の情報を収集・集約 

   ○システムに接続する関係者が各

施設の情報を閲覧可能 

   ○今後施設間の相互支援等に活用 

することを検討 

   ○ＰＣ･タブレット等で閲覧可能 

保健衛生･福祉班 

災害福祉調整本部 

社会福祉施設 区本部(福祉班) 

・被害状況の把握 

・二次避難所個別受入れの調整 

・資源投入要請 

・関係各所との連絡・調整 など

システムを活用した情報共有イメージ 

※区本部・避難所と二次

避難所との連絡調整や搬

送調整等の役割を想定 
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  （イ）E-Welfiss を活用した情報伝達訓練 

開発中のシステムを利用し、令和３年９月２日に風水害を想定した情報伝達訓

練を実施。今後も随時訓練を実施予定 

   ※参 加 

高齢者・障害者入所施設９９施設中８６施設が参加 

    健康福祉局、３地域リハビリテーションセンター、区高齢･障害課 

   ※協力関係団体 

川崎市社会福祉協議会老人福祉施設協議会・川崎市老人福祉施設事業協会 

    川崎市介護老人保健施設連絡協議会・川崎市障害福祉施設事業協会 

（３）災害福祉調整本部と区本部保健衛生・福祉班との連携 

各区本部保健衛生・福祉班のうち、災害福祉調整本部と連携して取組を実施する

福祉班の役割は次のとおり。 

  【福祉班の役割】 

  ○災害時要援護者のための二次避難所の設置及び運営に関すること。 

  ○災害時要援護者の安全確保に関すること。 

  ○災害時要援護者の状況調査に関すること。 

  ○災害時要援護者の情報に関すること。 

  ○二次避難所となる施設との連携に関すること。 

  ※二次避難所連絡要員 

    災害福祉調整本部は、二次避難所連絡要員２名を各区本部の保健衛生・福祉班

へ派遣する。二次避難所連絡要員は、区本部と避難所及び二次避難所との連絡調

整並びに災害時要援護者等の搬送調整等を行う。 

（４）発災時における要援護者の状態に応じた対応 

  ① 施設入所者：計 19,000 人

    障害者 2,000 人、高齢者 17,000 人

  ② 在宅医療的ケア児・者：154 人

   ※人工呼吸器が必要な方 46 人

  ③ 在宅福祉サービス利用者  13,000 人

※障害者について、約 2,000 人を対象に 

    優先度の高い方から個別避難計画を作成 

  ④ 福祉サービス未利用者 31,000 人

ア 施設入所者への対応 

〇施設管理者が平時から災害に備えるよう、「業務継続計画」「非常災害対策計画」

等の策定率向上を促進 

  〇災害時高齢者・障害者施設情報共有システム等による情報共有を行い、施設管理

者と連携して、状況に応じた安全確保支援等を実施 
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※全部リスト 4.5 万人 

(全部リストには制度 

登録者 5,300 人含む） 
①
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③
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【災害時要援護者の状態】 

 イ 在宅医療的ケア児・者への対応 

〇発災時の電源確保事業 

    大規模災害による停電時の緊急対応として、人工呼吸器を装着している医療的

ケア児・者に対し、本市が用意するプラグインハイブリッド車から、医療機器の

外部バッテリーへの充電ができる制度（令和３年７月開始） 

 ウ 在宅福祉サービス利用者への対応 

 （ア）避難計画（優先度の高い方から順次作成） 

   ａ 災害時における個別避難計画の作成 

   （ａ）概要 

 令和３年５月、災害対策基本法の改正により、５年後を目途として、災害

時における個別避難計画の作成が自治体に対し努力義務化されたことなど

を踏まえ、本市では災害が発生し、又は災害が発生する恐れがある場合に、

避難行動に支援が必要な災害時要援護者に対し、災害時の具体的な避難方法

や安否確認の円滑化などを目的として、災害時個別避難計画の作成を行う。 

      （ｂ）作成対象者 

次の項目に掲げる者に対し、優先度を定めて作成を進める。 

  ①市内在住の障害福祉サービス利用者で、障害支援区分４以上の者 

      ②市内在住の障害福祉サービス利用者で、移動支援、同行援護、行動援護 

を利用する者 

      ③市内在住の介護保険サービス利用者で、要介護度３以上の者 

      ④その他市長が必要と認める者 

      （ｃ）今後の進め方 

○障害者に関しては、原則として障害支援区分６の方を最優先にして、

在宅福祉サービス利用者のうち、約２,０００人を対象に、令和４年１月２

１日から順次作成 

○高齢者に関しては、令和３年度においては、内閣府が実施している「個別

避難計画作成モデル事業」を実施し、優先度が高い対象者像や、作成プロ

セスなどを検討。令和４年度以降、詳細な分析・検討を実施し、対象者の

計画を作成 

 （イ）避難先の確保 

   ａ 一次避難所要配慮スペース 

    ○市内１７６か所の指定避難所に、高齢者や障害者等を対象とした｢要配慮ス

ペース｣を設置 

ｂ 二次避難所（対象：施設入所レベル達しない方） 

    〇３箇所の地域リハビリテーションセンター(南部・中部・北部)を直営で開設 

    〇備蓄物資に関して、民間高齢者･障害者入所施設約１００施設にアンケート

を３回実施し、御意見を踏まえながら、現時点で、二次避難所として受入可

能と回答のあった約６０施設を中心に、年度末までに次のとおり配置予定 

     ① 新型コロナウイルス感染症の感染対策を踏まえた環境整備を目的に、簡

易テントや簡易ベット、携帯トイレ袋等の資器材を配置 

     ② 発災後の円滑な二次避難所開設のため避難者用３日分の食料･水を配布 

     ③ 大規模停電時の施設における通信手段等の電源確保を目的に、ポータブ

ル電源等を配置 
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    〇二次避難所開設・運営（基本）マニュアルに関して、福祉調整本部の設置、

情報共有システムの導入、発災前の備蓄物資配布等の取組を反映させるため、

関係団体、施設等の御意見を踏まえながら、令和３年度改訂予定 

 ｃ 災害時緊急入所（対象：施設入所レベルの方） 

    〇介護保険法や障害者総合支援法に基づく入所基準に該当する要援護者の受

入れを想定 

    〇本市が認めた大規模災害時においては、施設等が短期入所の定員を超過して

避難者を受け入れたとしても、介護保険・障害者福祉サービスの減算対象と

ならず、通常の請求を可能とする。 

 エ 福祉サービス未利用者への対応 

〇避難先については福祉サービス利用者と同様 

  〇避難については、マイタイムラインを活用して御自身の状況を把握し、予め避難

行動を整理 

  〇災害時要援護者避難支援制度に登録している場合、地域における共助による避難

支援 

３ 今後検討を要する主な課題等について 

（１）指定福祉避難所の指定について

〇３箇所の地域リハビリテーションセンターにおいて、先行して取組を推進 

  〇指定福祉避難所と一般の避難所の役割の整理や地域等への周知のほか、避難先

の調整等の課題の整理、検証などを行うことにより、指定福祉避難所の指定及

び円滑な開設、運営に向けた取組を推進 

（２）災害時要援護者避難支援制度と個別避難計画との整合 

 ○基本的に個別避難計画が優先されるが、両制度の整合を段階的に図る。 

（３）災害時要援護者の移動支援 

○一次避難所から二次避難所への移送など、災害時要援護者に対する移動手段の

確保等について、関係事業者、関係局区と連携して検討 
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災害時高齢者・障害者施設等情報共有システム（E－Welfiss）画面イメージ

１ TOP画面

参考資料１
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２ 救助要請一覧画面
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３ 二次避難所・ショートステイ一覧画面
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４ 連絡機能
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２-1-1．E-WELFISSを用いた情報伝達の流れ(社会福祉施設)①
まずは被害状況の入力を 

市福祉調整本部 社会福祉施設

発災直後
又は

発災予報取得

区保健衛生福祉班

1 新たな災害情報を
E-WELFISSに登録

2 ・災害情報の送付
・E-WELFISSへのログイン依頼
・被災状況入力依頼

※ 震度6弱以上の場合は自動で
ログインし、各種入力をお願い
します。

3 E-WELFISSにログイン

4 ログイン完了報告
（ E-WELFISS上で市福祉調整本
部より送付する起動確認メッ
セージに対し、「完了」を押下す
る。）

メール等

5 未ログイン施設に対し、
ログイン依頼

電話・MCA無線等

被災発生

6 被災状況入力
（各施設の被災状況（被害無し
の場合含む）を入力する。）

7 被害発生連絡
（被害がある場合は、連絡機能
を使用し報告）

8 被害状況確認
（必要に応じて、詳細聴取）

※ 矢印に通信方法の記載のないものはE-WELFISSでの通信
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２-1-2． E-WELFISSを用いた情報伝達の流れ(社会福祉施設) ②
一旦は、開設準備完了報告の入力まで 

市福祉調整本部 社会福祉施設

二次避難所
受入準備完了

区保健衛生福祉班

9 二次避難所開設準備
完了報告
（施設情報機能から、開設
状況を「準備中」に変更する。）

一定期間毎
10 状況報告
（一定期間毎に、被災状況の
変化を入力する。）
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令和３年９月２日
情報伝達訓練資料

参考資料２


